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1. はじめに  

R1年 9月のバージョンで「ポータル/院内患者」を起動すると、以下の画面が表示されます。この

画面では、「自費診療」「選択療養」「自費項目」「販売品目」の税率を設定できます。 

今回、一番右に[税率]列が追加されました。軽減税率の項目は「軽減税率」を設定してください。 

[新金額] ········· R1 年 10 月以降の金額を表示しています。 

※ 初回起動時は税率 10%で計算した状態で表示されます。 

[税率] ··········· 軽減税率の項目の場合、ドロップダウンから「軽減税率」を選択します。 

※ 販売品目以外の項目では設定できません。 

 

※ 税率変更後の、以下の二点について処理を決めてから設定してください。処理が決まってい

ない場合、「６. 「消費税率変更に伴う設定」保留手順」を参照して設定を保留してください。 

① 10 円未満の端数処理（四捨五入・切上・切下・端数処理しない） 

② 金額（任意の金額を設定したい場合） 

※ 設定が済んでいない場合、子機では以下のポップ画面が表示されます。 
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2. 「消費税率変更に伴う設定」画面での設定  

2.1 自費診療・選択療養の端数処理1 

一括で端数処理を行なう場合 

[一括四捨五入][一括切上][一括切下]を選択すると、「新金額」の全ての項目に対して一括で

端数処理を行います。 

 一括四捨五入 ······· 一括で新金額を四捨五入します 

 一括切上 ············ 一括で新金額を切り上げます 

 一括切下 ············ 一括で新金額を切り下げます 

 なにも押しません ··· 端数処理しない 

※ 上記の一括処理は、手動で変更した項目にも端数処理を行ないます。手動で設定したい項

目がある場合、端数の一括処理を行なってから設定することをお勧めします。 

 

(ア) [一括四捨五入][一括切上][一括切下]のいずれかをクリックします。 

 

(イ) [確認]画面が表示されるので、[ＯＫ]をクリックします。 

 

  

                                           
1 起動時、自動で金額が設定されています。 
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任意の金額を入力したい場合 

(ア) 設定する項目にカーソルを合わせ、ブロックを 2回クリックして入力可能な状態にします。 

 
(イ) 現在表示されている金額を削除し、任意の金額を入力します。 

  

(ウ) [Enter]キーを押下すると、設定完了です。 

(エ) 販売品目・自費項目を設定する場合は[次へ]を、編集を終える場合は[完了]を選択します。 

※ 編集を再開したい場合、「７．「消費税率変更に伴う設定」再開手順」を参照してください。 
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2.2 販売品目の軽減税率 

軽減税率の項目には、[税率]のドロップダウンから[軽減税率]を選んで設定してください。 

※ 販売品目以外の項目では設定できません。 

 

2.3 自費項目・販売品目の設定確認 

医院ごとに、自費項目・販売品目の金額の登録方法は異なります。医院の設定が、①②のどちら

で設定されているか確認してください。 

① [旧税額]が[０円]と登録されている場合 

② [旧金額]と[旧税額]が登録されている場合 

2.4 自費項目・販売品目の新金額・新税額2 

①の場合、[新金額]を設定します。 

[新金額] ·········· [旧金額]÷108×110（[旧金額]の原価に税率 10%を適用した額） 

 

 

 

 

  

                                           
2 起動時、①②それぞれの登録方法で、自動で金額が設定されています。 

原価（277.7…）×110＝新金額（30555.5…） 

旧金額（30000）÷108＝原価（277.7…） 
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②の場合、[新金額]と[新税額]を設定します。 

[新金額] ·········· [旧金額]をそのままコピー＆ペーストします。 

[新税額] ·········· [旧金額]×0.10（[旧金額]に税率 10％を適用した額） 

 

 

 

2.5 自費項目・販売品目の端数処理3 

[一括四捨五入][一括切上][一括切下]を選択すると、[新金額]の全ての項目に対して端数処

理が一括で行われます。設定方法は自費診療・選択療養と同じため、「2.1 自費診療・選択療養

の端数処理」を参照してください。 

金額設定を全て終えたら、[完了]をクリックして「消費税率変更に伴う設定」画面を閉じてくださ

い。 

※ 端数処理を行なうと、手動で変更した項目にも一括で処理が行なわれます。手動で設定した

い項目がある場合、端数の一括処理を行なってから設定することをお勧めします。 

  

                                           
3 起動時、①②それぞれの登録方法で、自動で金額が設定されています。 

旧金額（30000）×0.10＝新税額（3000） 
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3. 窓口会計での設定  

軽減税率の項目がある場合、軽減税率の列を表示する設定を行ないます。 

※ 院内患者の「消費税率変更に伴う設定」画面で税率に「軽減税率」を設定すると、自動的に設定

がオンになります。 

(ア) 窓口会計の[設定]を開きます。 

 

(イ) [会計]＞[全般]の、[販売品目（軽税）項目を表示する]にチェックを入れます。 

 
(ウ) 設定は終了です。「OK」を選択して閉じます。 

3.1 会計画面の変更内容 

「販売品目（軽税）項目を表示する」を設定している場合、[会計]画面に[販売品目（軽税）]列が

追加されます。軽減税率の項目はここに表示されます。 
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3.2 振替・値引の変更内容 

[販売品目（軽税）]列が追加されています。軽減税率の項目はここに表示されます。 

※ 窓口会計の設定＞会計＞全般で「販売品目（軽税）項目を表示する」をオンにしていないと、

金額は集計されません。 

 

3.3 損金処理の変更内容 

「販売品目（軽税）項目を表示する」をオンにしている場合、[販売品目（軽税）]列が追加されま

す。軽減税率の項目はここに表示されます。 
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3.4 請求書兼領収証の変更内容 

軽減税率の項目は、標準税率と同じ欄に印字されます。標準税率のみの場合はこれまで通りに

印字されますが、軽減税率の項目がある場合、％を表示します。 

 
 

 

 

 

 

3.5 領収証の変更内容 

軽減税率の項目がある場合、標準税率と軽減税率の内訳が記載されます。 

  

標準税率のみ 

標準・軽減税率が両方ある 

軽減税率のみ 
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3.6 明細書の変更内容 

軽減税率の項目には、[項目名]の最後に[※]が印字されます。欄外の注意書きにその旨が記

載されています。 
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4. 訪問診療での変更内容  

[販売品目（軽減）]列が追加されています。販売品目（軽減）の項目はここに表示されます。 

 

 

 

5. 日計表での設定  

「個人別」タブの表示項目に、軽減税率に関する項目を追加しました。表示したい場合、[表示]に

チェックを入れてください。 

 その他 標準税率 請求額 

 その他 標準税率 税額 

 その他 軽減税率 請求額 

 その他 軽減税率 税額 
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6. 「消費税率変更に伴う設定」保留手順  

「診療ファイル/カルテ」及び「窓口会計」での税率変更後の処理が決まっていない場合、以下の

手順で保留してください。 

(ア) 画面右下の[キャンセル]をクリックします。 

 

(イ) [確認]画面で[はい]をクリックします。 

※ [いいえ]をクリックした場合、「消費税率変更に伴う設定」画面が表示されなくなります。編

集する場合、「７. 「消費税率変更に伴う設定」再開手順」を参照してください。 

 

(ウ) 画面が消え、通常の作業を行うことができるようになります。 

※ 「消費税率（10%）変更に伴う設定」画面は、[確認]画面で[いいえ]をクリックするか、作

業完了まで毎日表示されます。 

※ [はい]を選択した同日に「ポータル」または「院内患者」を再起動した場合は、再度保留手

順を行ってください。  
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7. 「消費税率変更に伴う設定」再開手順  

(ア) 院内患者の左上の[ファイル]タブを開き、[消費税率変更に伴う設定]をクリックします。 

 

(イ) [「消費税率変更に伴う設定」]の画面が表示されます。 

 

※ 「旧金額」と「新金額」が同じ金額になっている場合、[一括税率計算]をクリックします。 

「2． 「消費税率変更に伴う設定」画面での設定」を参照して設定してください。 
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8. 設定画面のボタンについて  

 

[全て表示] 

保険診療マスタの表示をしている場合 

窓口会計で「表示しない」にチェックしている項目も表示されるようになります。 

「診療ファイル/カルテ」に表示しないよう設定している項目も表示されるようになります。 

[一括旧点数に戻す] 

「新金額」「新税額」の全ての項目が、それぞれの「旧金額」「旧税額」と同じ額に変更されます。 

[一括税率計算] 

税率 10%を 1 円単位まで計算した状態に戻します。「消費税率変更に伴う設定」画面起動時、

「旧金額」と「新金額」が同じ金額になっている場合に使用します。 

「税率」列に「軽減税率」が設定されている場合、税率8%で計算されます。 

[印刷] 

画面に表示されている項目の一覧を印刷します。 

 

※ 画面に表示されたまま印刷されるため、[全て表示]設定の場合は[番号]も印刷されます。 
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9. バージョンアップ後の注意点  

9.1 自費項目・販売品目 

バージョンアップ後は「R1.10.1～」から適用になる「販売品目」「自費項目」が作成されていま

す。バージョンアップ後に項目の追加・削除を行う場合、「H26.4.1～R1.9.30」と「R1.10.1～」

の両方を編集してください。 

 


